
障害児通所支援で不足しているサービスについて

川越市　療育支援課　療育支援担当

川越市マスコットキャラクター

ときも

市内で不足しているサービスについての説明資料です。利用が想定
される児童の状況や人員・報酬基準等をまとめてありますので開設
の参考としてご活用ください。

令和４年度集団指導資料（障害児通所支援）

相談支援事業者が増加せず、相談支援専門員が不足しており、

利用者の約７割がセルフプランです。

不足しているサービスについて

医療的ケアが可能な事業所を増やしてほしいとの要望が寄せられています。

【医療的ケアが可能な事業所とは】
・主たる対象が重症心身障害児の児童発達支援・放課後等デイサービス

・看護職員が勤務する児童発達支援・放課後等デイサービス

・医療連携体制加算を算定する事業所

次のサービスが不足しています。

立ち上げのご検討をお願いします。

医療的ケア児が通所できる施設

障害児相談支援事業者
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令和４年度集団指導資料（障害児通所支援）

重症心身障害児・医ケア児の状況について
支給決定人数（障害児通所支援）

区分 児童発達支援 放課後等デイサービス

重症心身障害児（注） ５ ２５

内、医ケアあり ３ １５

重症心身障害児以外（医ケアあり） １６ ３
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（注）　支給決定ベース。重心要件に該当するが、重心施設を利用していない児童はカウント外

区分 事業所数 定員　計

児童発達支援センター（医ケア・重心） １ ８０

児童発達支援（重心対象） ２（注） １０（注）

放課後等デイサービス（重心対象） ２ １０

医療的ケア・重症心身障害児対象事業所の定員数・事業所数

※医療的ケア・重症心身障害児以外の利用者も含めた定員です。
（注）内、１事業所（定員５）は休止中

令和４年４月１日時点

令和４年度集団指導資料（障害児通所支援）

報酬（一部）

主として重症心身障害児を通わせる事業所の
指定基準及び報酬

嘱託医

各１以上
（常勤要件無）

看護職員

児童指導員又は保育士

機能訓練担当職員

児童発達支援管理責任者

管理者 １

指導訓練室 2.47㎡/人
相談室 便所

※定員は５名から可能

人員基準

設備基準

定員
主たる対象
が重心児

障害児

利用定員５人 ２，０９８単位

定員１０人以下
８３０単位

利用定員６人 １，７５７単位

利用定員７人 １，５１１単位

定員
主たる対象
が重心児

障害児

利用定員５人 １，７５６単位

定員１０人以下
６１２単位

利用定員６人 １，４６７単位

利用定員７人 １，２６３単位

児童発達支援

放課後等デイサービス（授業終了後）
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※報酬の算定例については別紙１



令和４年度集団指導資料（障害児通所支援）

医療的ケア児の基本報酬の創設について
　令和３年度報酬改定に伴い、医療的ケア児を直接評価する基本報酬が新設されました。

　重症心身障害児対象の事業所以外でも看護職員を配置すれば、高い単価を算定するこ
とができます。

区分 医療的ケア
スコア

単位数※ 医療的ケア児：看護職員の
配置割合

医療的ケア無し － ６０４単位/日 －

医療的ケア区分（Ⅰ） ３点以上 １，２７１単位/日 ３：１

医療的ケア区分（Ⅱ） １６点以上 １，６０４単位/日 ２：１

医療的ケア区分（Ⅲ） ３２点以上 ２，６０４単位/日 １：１

　　判定スコア
（１）レスピレーター管理＝８
（２）気管内挿管、気管切開＝８
（３）鼻咽頭エアウェイ＝５
（４）酸素吸入 ＝ ５
（５）１回／時間以上の頻回の吸引 ＝ ８　６回／日以上の

頻回の吸引 ＝ ３
（６） ネブライザー６回／日以上または継続使用 ＝ ３

（７） ＩＶＨ ＝ ８
（８） 経管（経鼻・胃ろう含む） ＝ ５
（９） 腸ろう・腸管栄養 ＝ ８
（１０） 接続注入ポンプ使用（腸ろう･腸管栄養時） ＝ ３
（１１） 継続する透析（腹膜灌流を含む） ＝８
（１２） 定期導尿（３／日以上） ＝ ５
（１３） 人工肛門 ＝ ５ 5

※単位数は放課後等デイサービス（３時間以上）１０人定員の場合

令和４年度集団指導資料（障害児通所支援）

医療的ケアを支援する加算について
医療連携体制加算
　１事業所当たりごく少人数（月平均３人未満）の医療的ケア児が利用する事業所では、基
本報酬では採算が取りづらい場合があります。その場合は、医療連携体制加算が活用で
きます。

　令和３年度から報酬が大幅に拡充されました。少人数・短時間でも算定が可能ですので、
加算を活用し、幅広い事業所で医療的ケア児の受入れをお願いいたします。

区分
算定要件（対象者数）

医ケア以外 医ケア 時間 １名 ２名 ３～８名

（Ⅰ） ○ １時間未満 ３２単位

（Ⅱ） ○ １時間以上２時間未満 ６３単位

（Ⅲ） ○ ２時間以上 １２５単位

（Ⅳ） ○ ４時間未満 ８００単位 ５００単位 ４００単位

（Ⅴ） ○ ４時間以上 １，６００単位 ９６０単位 ８００単位

6※「医療的ケア児かどうか」、「算定する人数」、「看護を提供する時間」によって単価が異なる。
※看護職員以外が喀痰吸引等を行う場合は上記とは別の加算となる。（５００単位又は１００単位）



令和４年度集団指導資料（障害児通所支援）

障害児相談支援について

支給決定者数 １，０３６

 内計画作成あり ３０４

 内セルフプラン ７３２

人員基準
 相談支援専門員 １以上

設備基準
 受付・相談室

報酬
 計画作成   1,692単位/回
 モニタリング 1,376単位/回

約７割がセルフプラン
相談支援事業所・
相談支援専門員の不足

 障害児相談支援とは、障害児又は保護者の障害児通所支援の利用に関する
意向その他の事情を勘案し、利用する障害児通所支援の内容等を記載した
「障害児利用計画案」等を作成する業務を行うもの。

概要

令和４年４月１日時点
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主に重症心身障害児を通わせる事業所の報酬例
用語説明

基本報酬

単位数

加算

基本報酬
利用率

児童発達支援 2,098 単位 × 5 人 × 20 日 × 10.46 円 × 0.6 ＝ 1,316,705 月額

放課後等デイ
サービス（授業
終了後）

1,756 単位 × 5 人 × 16 日 × 10.46 円 × 0.6 ＝ 881,652 月額

放課後等デイ
サービス（休日）

2,038 単位 × 5 人 × 4 日 × 10.46 円 × 0.6 ＝ 255,809 月額

計 2,454,166 月額

加算（主なもののみ抜粋）

加算
区分

体制

体制

体制

支援

支援

支援

体制

支援

支援

支援

支援

体制

体制

児童を受け入れた場合に算定される１人・１日当たりの報酬です。

報酬は単位数で表されます。単位数に地域ごとに異なる単価を乗じ金額に換算します。

従業者を加配したり、特別な支援等を行った場合に加算となる報酬です。従業者の加配な
ど事業所の体制に応じて加算されるものについては、利用者全員に加算されます。特別な
支援を行う場合は、支援をうけた利用者のみ加算されます。

単位数 定員数 営業日数 地域単価

上記に加え、体制状況に応じ加算があります。

加算名 単位数 算定回数

児童指導員等加配加算 １８０単位～３７４単位（加配職員によって変動）
１日につき１回
（１利用者あたり）

専門的支援加算 １８０単位～３７５単位（加配職員によって変動）
１日につき１回
（１利用者あたり）

看護職員加配加算
４００単位又は８００単位
（加配人数及び医ケア児スコアによって変動）

１日につき１回
（１利用者あたり）

家庭連携加算
１８７単位又は２８０単位
（月４回まで。支援時間で変動）

１日につき１回
（１利用者あたり）

事業所内相談支援加算
１００単位又は８０単位
（月１回まで。個別・グループで変動）

１日につき１回
（１利用者あたり）

利用者負担上限額管理加算 １５０単位
月１回
（１利用者あたり）

福祉専門職員配置等加算 ６単位～１５単位
１日につき１回
（１利用者あたり）

欠席時対応加算
９４単位（月４回まで。稼働率８割未満の場合は
月８回まで）

１日につき１回
（１利用者あたり）

特別支援加算（心理指導担
当・国リハ視覚障害）

５４単位
１日につき１回
（１利用者あたり）

送迎加算（重度） ３７単位
片道につき１回
（１利用者あたり）

関係機関連携加算 ２００単位（月１回まで）
１日につき１回
（１利用者あたり）

処遇改善加算
基本報酬の３．３％～８．４％（事業、賃金改善
の取り組み方で変動）

月１回
（１事業所あたり）

特定処遇改善加算
基本報酬の１．０％～１．３％（賃金改善の取り
組み方で変動）

月１回
（１事業所あたり）

・９：００～１２時まで　児童発達支援　定員５

・１３：００～１８：００まで　放課後等デイサービス　定員５　の多機能型

・週５日営業（平日４日　休日１日　月２０日営業として計算）

・利用率６割

以上の条件で報酬を計算


